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一

呉
訥
の
伝
記
資
料

『祥
刑
要
覧
』
の
撰
者
で
あ
る
呉
訥
の
基
本
的
な
伝
記
資
料
と
し
て
、

『
明
史
』
巻
一
五
八
、
呉
訥
伝
、『
明
英
宗
実
録
』
巻
二
七
六
、
天
順
元
年

三
月
己
卯
「
呉
訥
卒
」
条
、『
献
徴
録
』（『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
所
収
）

巻
六
十
四
所
収
、
銭
溥
撰
「
南
京
都
察
院
左
副
都
御
史
諡
文
恪
呉
公
訥
神

道
碑
」（
序
文
篇
附
一
を
参
照
。）、
明
の
銭
穀
編
『
呉
都
文
粋
続
集
』

（『
影
印
四
庫
全
書
』
所
収
）
巻
四
十
四
所
収
、
徐
有
貞
撰
「
明
故
通
議
大

夫
都
察
院
左
副
都
御
史
思
菴
呉
公
神
道
碑
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の

資
料
の
内
容
に
沿
っ
て
、
他
の
資
料
に
も
拠
り
な
が
ら
、
次
節
以
下
で
、

呉
訥
の
履
歴
を
記
し
、
逸
話
を
紹
介
す
る
。

二

青
年
期
（
神
廟
で
の
肝
試
し
)

呉
訥
は
、
明
の
洪
武
五
年
（
一
三
七
二
）、
南
直
隷
蘇
州
府
常
熟
県
で

生
ま
れ
、
そ
の
地
で
育
っ
た
。
呉
訥
の
父
、
遵
道
は
、
字
は
敬
叔
。『（
弘

治
）
常
熟
県
志
』（『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
所
収
）
巻
四
、
薦
挙
、
国
朝
、

呉
遵
道
の
項
に
「
洪
武
の
間
、
賢
良
を
以
て
薦
め
ら
れ
、
沿
山
県
（
鉛
山

県
。
江
西
省
広
信
府
に
属
す
る
。
現
在
の
江
西
省
鉛
山
県
の
東
南
。）
の

主
簿
を
授
け
ら
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
湖
広
省
辰
州
府
沅
陵
県
（
現
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在
の
湖
南
省
沅
陵
県
）
の
主
簿
に
転
任
し
、
誣
告
さ
れ
て
、
京
師
の
獄
に

繋
が
れ
た
。
呉
訥
は
、
当
時
、「
弱
冠
」（
二
十
歳
前
後
）
の
年
齢
で
あ
っ

た
。
こ
の
知
ら
せ
を
聞
い
て
、
朝
廷
に
上
書
し
て
、
父
の
冤
を
訴
え
、
自

分
が
父
の
身
代
わ
り
に
な
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
事
実
が
明
白
に
な
ら
な

い
う
ち
に
呉
遵
道
は
歿
し
、
呉
訥
は
父
の
柩
を
守
っ
て
帰
郷
し
た
。
洪
武

五
年
（
一
三
七
二
）
生
ま
れ
の
呉
訥
が
「
弱
冠
」
の
年
齢
で
あ
っ
た
の
は
、

洪
武
二
十
四
年
（
一
三
九
一
）
前
後
で
あ
る
。

明
の
徐
復
祚
が
著
し
た
逸
話
集
で
あ
る
『
花
当
閣
叢
談
』（『
続
修
四
庫

全
書
』
所
収
。『
花
当
閣
叢
談
』
に
つ
い
て
は
、
前
稿
「『
花
当
閣
叢
談
』

の
裁
判
逸
話
」（『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
第
六
十
九
巻
第
六
号
掲
載
）
を

参
照
。）
の
巻
三
、
呉
都
憲
に
、
青
年
期
の
呉
訥
の
次
の
よ
う
な
逸
話
が

記
さ
れ
て
い
る
。

【和
訳
】

呉
訥
が
若
く
、
処
士
で
あ
っ
た
時
、
負
け
ず
嫌
い
で
気
が
強
い
性
格
で

し
た
。
後
に
監
察
御
史
と
な
っ
た
章
珪
は
、
呉
訥
よ
り
少
し
後
輩
で
し
た

が
、
彼
も
ま
た
負
け
ず
嫌
い
で
、
大
胆
で
、
策
士
で
し
た
。
互
い
に
、
自

分
の
方
が
よ
り
英
雄
で
あ
る
と
し
て
譲
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
釜
山
（
常
熟

県
の
山
）
に
東
嶽
神
（
泰
山
神
で
あ
る
東
嶽
大
帝
）
の
廟
が
あ
り
、
鄷
都

（
冥
界
の
王
都
の
名
。
澤
田
瑞
穂
『（
修
訂
）
地
獄
変
』
平
河
出
版
社
、
一

九
九
一
年
。
九
頁
）
の
諸
地
獄
を
粘
土
で
造
っ
て
お
り
、
そ
の
有
り
様
は

大
変
残
虐
で
し
た
。
ま
た
、
起
動
板
を
作
っ
て
地
下
に
埋
設
し
て
お
り
、

人
が
知
ら
ず
に
こ
れ
を
踏
め
ば
、
大
勢
の
幽
鬼
の
人
形
が
集
ま
っ
て
突
き

出
て
き
ま
す
。
社
殿
は
閑
寂
と
し
て
い
て
、
た
と
え
白
昼
で
あ
っ
て
も
、

仲
間
を
伴
う
の
で
な
け
れ
ば
、
一
人
で
入
ろ
う
と
す
る
者
は
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
呉
訥
と
章
珪
と
の
二
人
は
、
夜
、
月
が
雲
に
隠
れ
、
真
暗
な
時
に
、

一
人
で
東
嶽
神
の
廟
に
行
っ
て
、
餅
を
配
る
こ
と
を
証
拠
と
し
て
、
幽
鬼

一
人
ご
と
に
、
そ
の
前
に
必
ず
一
つ
の
餅
を
置
く
、
と
い
う
約
束
を
し
ま

し
た
。
約
束
が
決
ま
り
ま
す
と
、
章
珪
は
ひ
そ
か
に
先
に
神
廟
に
行
っ
て
、

神
像
の
幕
の
中
に
匿
れ
ま
し
た
。
呉
訥
は
餅
を
持
っ
て
幽
鬼
の
前
に
詣
り
、

一
人
の
幽
鬼
の
前
に
立
つ
ご
と
に
、「
あ
な
た
に
一
箇
あ
げ
ま
す
。」
と
言

い
ま
し
た
。
配
り
な
が
ら
章
珪
が
匿
れ
て
い
る
場
所
の
前
に
立
ち
ま
す
と
、

章
珪
が
手
を
伸
ば
し
て
、
呉
訥
の
手
を
つ
か
み
ま
し
た
。
呉
訥
は
「
あ
わ

て
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
あ
な
た
に
も
一
箇
あ
げ
ま
す
。」
と
言
っ
て
、
全

く
驚
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

章
珪
は
、
字
は
孟
端
。『（
弘
治
）
常
熟
県
志
』（
前
掲
）
巻
四
、
名
臣
、

国
朝
、
章
珪
の
項
に
「
宣
徳
（
元
年
は
一
四
二
六
年
。）
の
初
め
、
求
賢
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に
応
じ
、
詔
し
て
広
東
按
察
司
知
事
を
授
く
。
薦
め
ら
れ
て
監
察
御
史
に

擢
せ
ら
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

｢釜
山
に
東
嶽
神
の
祠
有
り
。」
と
あ
る
。「
釜
山
」
は
「
覆
釜
山
」
で

あ
ろ
う
。『（
弘
治
）
常
熟
県
志
』
巻
一
、
山
川
、
福
山
の
項
に
「
県
北
三

十
六
里
に
在
り
。
高
さ
九
十
五
丈
（
約
二
九
五
メ
ー
ト
ル
）。（
中
略
）
も

と
覆
釜
と
名
づ
く
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
東
嶽
神
祠
」
は
、
同
書
巻
二
、

祠
廟
、
東
嶽
廟
の
項
に
「
本
邑
、
凡す

べ

て
四
処
あ
り
。（
中
略
）
一
は
県
の

西
北
四
十
里
、
福
山
に
在
り
。（
中
略
）
殿
宇
、
宏
広
に
し
て
、
人
心
、

趨
奉
す
る
者
衆
し
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

三

永
楽
年
間
（
寡
婦
か
ら
逃
げ
る
）

『明
史
』
呉
訥
伝
に
「
永
楽
中
（
一
四
〇
三
～
一
四
二
四
）、
医
を
以
て

薦
め
ら
れ
、
京
に
至
る
。
仁
宗
、
監
国
す
。
其
の
名
を
聞
き
、
命
じ
て
功

臣
の
子
弟
を
教
え
し
む
。
成
祖
、
召
対
し
て
旨
に
称
う
。
日
ご
と
に
禁
廷

に
侍
し
て
、
顧
問
に
備
え
し
む
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
事
実
が
、

銭
溥
撰
「
呉
公
訥
神
道
碑
」
に
は
「
崑
山
の
馬
令
、
名
を
以
て
礼
部
に
達

す
。
召
さ
れ
て
南
京
に
至
る
。
時
に
仁
廟
、
監
国
す
。
翰
林
に
命
じ
て
之

れ
を
試
せ
し
む
。
将
に
官
を
授
け
ん
と
す
る
に
、
太
医
院
、
素
、
医
を
善

く
す
る
を
以
て
、
其
の
子
弟
を
教
え
し
め
ん
、
と
奏
す
。
之
れ
を
辞
す
。

改
め
て
諸
大
臣
の
子
弟
を
礼
部
に
於
い
て
教
え
し
む
。
属

た
ま
た
ま、
近
臣
、
復
た

薦
む
。
召
し
て
行
朝
（
北
京
）
に
至
ら
し
む
。
文
皇
（
成
祖
）
に
斎
宮
に

於
い
て
見
ゆ
。
奏
対
、
旨
に
称
う
。
日
ご
と
に
闕
庭
に
侍
し
、
顧
問
に
備

え
し
む
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

｢崑
山
の
馬
令
」
は
、
南
直
隷
蘇
州
府
崑
山
県
（
現
在
の
江
蘇
省
崑
山

県
）
の
知
県
、
馬
文
烱
で
あ
る
。
万
暦
四
年
刊
『
重
修
崑
山
県
志
』（『
中

国
方
志
叢
書
』
所
収
、
成
文
出
版
社
）
巻
五
、
名
宦
、
馬
文
烱
の
項
に

「
永
楽
十
五
年
（
一
四
一
七
）、
改
め
て
崑
山
に
知
た
り
。（
中
略
）
い
く

ば
く
も
無
く
、
官
に
卒
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
呉
訥
が
南

京
に
召
さ
れ
て
諸
大
臣
の
子
弟
を
教
え
た
の
は
、
永
楽
十
五
年
以
降
で

あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
呉
訥
は
自
作
の
「
有
恒
堂
記
」（『
影
印
四
庫
全

書
』
所
収
『
明
文
衡
』
巻
三
十
七
所
掲
）
で
、「
永
楽
の
初
め
、
訥
、
命

を
袛つ

つ
しみ
、
文
臣
の
子
弟
を
礼
部
に
て
訓
う
。
部
の
貳
卿
（
礼
部
侍
郎
）、

高
密
の
儀
公
（
儀
智
。
高
密
は
現
在
の
山
東
省
高
密
県
。）、
徳
を
以
て
景

陵
（
宣
宗
。
当
時
、
皇
太
孫
で
あ
っ
た
。）
を
孫
宮
に
て
輔
導
す
。
休
沐

の
暇
、
予
を
迎
え
て
其
の
有
恒
斎
に
至
ら
し
む
。（
中
略
）
未
だ
幾
く
な

ら
ず
、
予
、
病
を
以
て
免
帰
す
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
永
楽
初
」
と
い

う
の
は
呉
訥
の
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
。「
高
密
儀
公
」
即
ち
儀
智
が
、
皇

太
孫
を
輔
導
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
の
は
、
永
楽
十
四
年
（
一
四
一
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六
）
で
あ
る
。
儀
智
は
永
楽
十
九
年
（
一
四
二
一
）
に
退
官
し
た
（『
明

史
』
巻
一
五
二
、
儀
智
伝
）。

明
の
王
兆
雲
撰
『
皇
明
詞
林
人
物
考
』（『
続
修
四
庫
全
書
』
所
収
）
巻

二
、
呉
文
恪
に
、
呉
訥
が
召
さ
れ
て
南
京
に
至
っ
た
時
の
次
の
よ
う
な
逸

話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【和
訳
】

永
楽
の
末
、
医
生
と
し
て
推
薦
さ
れ
て
、
南
京
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。

住
居
の
隣
に
寡
婦
が
住
ん
で
い
て
、
若
く
て
美
人
で
し
た
。
そ
の
寡
婦
が
、

夜
、
壁
に
穴
を
あ
け
て
、
呉
訥
に
迫
っ
て
来
ま
し
た
。
呉
訥
は
急
い
で
戸

を
開
け
て
、
大
雨
の
中
へ
出
て
行
き
ま
し
た
。
翌
朝
、
す
ぐ
に
他
所
に

引
っ
越
し
ま
し
た
。

四

監
察
御
史
の
時
（
却
金
の
詩
）（
虎
に
出
く
わ
す
）

仁
宗
の
洪
熙
元
年
（
一
四
二
五
）、
呉
訥
は
、「
経
明
行
修
」
で
あ
る
と

推
薦
さ
れ
、
監
察
御
史
を
授
け
ら
れ
た
。
五
十
四
歳
で
あ
っ
た
。『
明
仁

宗
実
録
』
巻
九
上
、
洪
熙
元
年
四
月
戊
申
条
に
「
儒
士
呉
納マ

マ

を
擢
し
て
監

察
御
史
と
為
す
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『明
史
』
呉
訥
伝
に
「
宣
徳
の
初
め
、
出
で
て
浙
江
（
浙
江
省
。
治
所

は
杭
州
府
。）
を
按
ず
。」
と
あ
る
。『
明
宣
宗
実
録
』
巻
二
十
八
、
宣
徳

二
年
（
一
四
二
七
）
五
月
丙
寅
条
及
び
癸
未
条
に
「
巡
按
浙
江
監
察
御
史

呉
訥
」
の
名
が
見
え
る
。
同
癸
未
条
に
は
「
浙
江
布
政
司
理
問
所
の
副
理

問
一
員
を
増
置
す
。
是
れ
よ
り
先
、
巡
按
浙
江
監
察
御
史
の
呉
訥
奏
す
ら

く
、
浙
江
は
、
地
大
に
し
て
人
衆
く
、
詞
訟
繁
多
な
り
。
人
民
、
訟
を
好

む
に
因
る
と
雖
も
、
亦
た
是
れ
官
司
、
分
理
す
る
能
わ
ず
、
以
て
刑
獄
、

清
ま
ら
ざ
る
を
致
す
。
副
理
問
一
員
を
増
置
す
る
こ
と
を
乞
う
。
と
。
之

れ
に
従
う
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『明
史
』
呉
訥
伝
に
「
継
い
で
貴
州
（
貴
州
省
。
治
所
は
現
在
の
貴
州

省
貴
陽
市
。）
を
按
ず
。」
と
あ
る
。『（
万
暦
）
貴
州
通
志
』（『
日
本
蔵
中

国
罕
見
地
方
志
叢
刊
』
所
収
）
巻
二
、
名
宦
、
巡
按
、
呉
訥
の
項
に
「
宣

徳
三
年
（
一
四
二
八
）
任
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
明
宣
宗
実
録
』
巻
五

十
七
、
宣
徳
四
年
（
一
四
二
九
）
八
月
壬
寅
条
に
「
巡
按
貴
州
監
察
御
史

呉
訥
」
の
名
が
見
え
る
。

明
の
王
錡
撰
『
寓
圃
雑
記
』（『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
所
収
）
巻
二
、

呉
文
恪
公
郤
金
詩
に
、
呉
訥
が
巡
按
貴
州
の
任
務
を
終
え
て
帰
る
時
の
次

の
よ
う
な
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

【和
訳
】
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呉
文
恪
公
訥
が
御
史
で
あ
っ
た
時
、
貴
州
省
を
巡
按
し
終
え
て
帰
途
に

就
き
ま
し
た
。
貴
州
省
の
三
司
（
都
指
揮
使
司
、
承
宣
布
政
使
司
、
提
刑

按
察
使
司
）
が
人
を
遣
わ
し
て
、
黄
金
百
両
を
贈
ろ
う
と
し
て
、
そ
れ
を

運
ん
で
呉
訥
を
追
わ
せ
、
夔き

州
府
（
四
川
省
に
属
す
る
。
治
所
は
現
在
の

重
慶
市
奉
節
県
。）
に
至
っ
て
追
い
つ
き
ま
し
た
。
呉
公
は
封
を
開
け
ず
、

封
の
上
に
詩
を
書
き
つ
け
て
返
し
ま
し
た
。
次
の
よ
う
な
詩
で
す
。

蕭
蕭
行
李
向
東
還
（
蕭
蕭
と
し
て
行
李
、
東
に
向
か
い
て
還
る
。）（
旅

の
荷
物
が
寂
し
く
東
に
向
か
っ
て
帰
り
ま
す
。）

要
過
前
途
最
険
灘
（
前
途
の
最
も
険
な
る
灘
を
過
ぐ
る
を
要
す
。）（
前

途
の
最
も
危
険
な
早
瀬
を
通
過
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。）

若
有
贓
私
并
土
物
（
若
し
贓
私
并
び
に
土
物
有
ら
ば
、）（
も
し
賄
賂
の

金
品
や
土
産
品
が
荷
物
の
中
に
有
れ
ば
、）

任
教
沈
在
碧
波
間
（
沈
み
て
碧
波
の
間
に
在
る
に
任ま

教か

す
。）（
青
々
と

し
た
波
の
間
に
沈
む
の
に
ま
か
せ
ま
す
。）

呉
公
は
こ
の
よ
う
に
廉
潔
で
、
激
し
な
い
人
で
し
た
。

『花
当
閣
叢
談
』
巻
三
、
呉
都
憲
に
、
呉
訥
が
巡
按
監
察
御
史
で
あ
っ

た
時
の
次
の
よ
う
な
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
雲
南
を
巡
按
す
る
時
」

と
あ
る
が
、
雲
南
省
は
貴
州
省
の
西
隣
で
あ
る
。「
雲
南
」
は
「
貴
州
」

の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

【和
訳
】

雲
南
を
巡
按
し
て
い
た
時
、
従
卒
の
人
数
を
切
り
詰
め
て
、
遠
出
を
す

る
と
き
で
も
、
肩
輿
（
か
ご
）
を
侍
衛
す
る
従
卒
は
十
数
人
に
過
ぎ
ま
せ

ん
で
し
た
。
あ
る
日
、
山
の
尾
根
に
至
り
ま
す
と
、
虎
が
林
の
中
か
ら
跳

び
出
し
て
来
ま
し
た
。
侍
衛
の
従
卒
は
呉
訥
を
見
捨
て
て
逃
げ
去
り
ま
し

た
。
そ
の
時
、
虎
は
、
肩
輿
の
幕
の
ま
わ
り
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
咆
哮
し

ま
し
た
。
呉
訥
は
、
手
を
伸
ば
し
て
幕
を
下
ろ
し
て
、
坐
っ
た
ま
ま
動
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
虎
は
、
幕
の
ま
わ
り
を
数
回
め
ぐ
っ
て
立
ち
去
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
従
卒
は
、
遠
く
か
ら
こ
れ
を
見
て
、
お
そ
る
お
そ
る
戻
っ

て
来
て
、
再
び
侍
衛
し
て
進
み
ま
し
た
。
呉
訥
は
無
言
で
し
た
。
翌
日
、

行
き
先
の
官
が
、
こ
の
事
件
を
調
べ
て
、
従
卒
を
逮
捕
し
て
、
法
廷
で
呉

訥
の
判
決
を
待
た
せ
ま
し
た
。
呉
訥
は
笑
っ
て
、「
人
は
皆
、
命
が
大
切

で
す
。
こ
の
人
達
は
罪
を
得
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
言
っ
て
、

全
員
釈
放
し
ま
し
た
。

五

副
都
御
史
の
時
（
肝
試
し
の
結
末
）

宣
宗
の
宣
徳
五
年
（
一
四
三
〇
）
七
月
、
呉
訥
は
南
京
都
察
院
右
僉
都

『祥
刑
要
覧
』
の
撰
者
呉
訥
の
履
歴
と
逸
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御
史
に
任
じ
ら
れ
た
（『
明
宣
宗
実
録
』
巻
六
十
八
、
同
年
同
月
丁
未
条
）。

都
察
院
は
、
刑
部
、
大
理
寺
と
並
ん
で
、
三
法
司
の
一
つ
。
僉
都
御
史
は
、

都
察
院
の
中
で
、
都
御
史
、
副
都
御
史
に
次
い
で
、
第
三
位
の
官
で
あ
る
。

『
明
宣
宗
実
録
』
巻
八
十
九
、
宣
徳
七
年
（
一
四
三
二
）
四
月
辛
亥
条
、

同
書
巻
九
十
一
、
同
年
六
月
癸
卯
条
、
同
書
巻
一
〇
九
、
宣
徳
九
年
（
一

四
三
四
）
三
月
壬
辰
条
に
「
右
僉
都
御
史
呉
訥
」
の
名
が
見
え
る
。

英
宗
の
宣
徳
十
年
（
一
四
三
五
）
七
月
、
呉
訥
は
南
京
都
察
院
左
副
都

御
史
に
昇
任
し
た
（『
明
英
宗
実
録
』
巻
七
、
同
年
同
月
戊
戌
条
）。『
明

英
宗
実
録
』
巻
十
五
、
正
統
元
年
（
一
四
三
六
）
三
月
甲
午
条
、
同
書
巻

十
七
、
同
年
五
月
庚
寅
条
、
同
書
巻
二
十
四
、
同
年
十
一
月
丙
午
条
、
同

書
巻
二
十
七
、
正
統
二
年
（
一
四
三
七
）
二
月
庚
寅
条
、
同
書
巻
二
十
八
、

同
年
三
月
癸
丑
条
、
同
書
巻
三
十
七
、
同
年
十
二
月
丙
辰
朔
条
に
「
左
副

都
御
史
呉
訥
」
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
う
ち
、『
明
英
宗
実
録
』
巻
三
十

七
、
正
統
二
年
十
二
月
丙
辰
朔
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
詔
し
て
、
都
察
院
左
副
都
御
史
呉
訥
・
行
在
右
通
政
李
畛
を
逮と

ら

え
て

獄
に
下
さ
し
む
。
初
め
、
畛
、
按
ず
ら
く
、
訥
、
即
ち
に
詔
を
奉
じ
て
有

罪
を
収
捕
せ
ず
、
と
。
訥
、
未
だ
嘗
て
稽
延
せ
ず
、
と
具
陳
す
。
行
在
刑

科
（
刑
科
は
六
科
の
一
つ
。
諸
司
の
稽
察
を
掌
る
。）、
畛
の
誣
奏
を
劾
す
。

且
つ
言
う
、
訥
、
嘗
て
、
畛
に
、
買
頭
（
不
明
）
牙
行
（
仲
買
人
）
を
立

て
、
以
て
小
利
を
規は

か

る
を
得
ず
、
と
諭さ

と

す
。
故
に
畛
、
之
れ
を
憾う

ら

む
。
と
。

是
に
至
り
、
十
三
道
（
十
三
道
監
察
御
史
）
復
た
言
う
、
畛
は
材
、
忠
直

に
非
ず
、
性
、
実
に
憸
邪
（
口
が
う
ま
く
、
よ
こ
し
ま
）
た
り
。
公
道
を

仮
り
て
、
私
讐
を
復
す
。
訥
は
職
、
台
副
（
副
都
御
史
）
に
居
り
、
畛
の

貪
墨
を
知
る
も
、
乃
ち
情
に
徇し

た
がい
て
挙
げ
ず
、
反
り
て
畛
、
相
い
仇あ

だ

す
る

を
致
す
。
倶
に
法
に
置
き
、
以
て
其
の
挟
詐
・
容
姦
の
罪
を
正
す
こ
と
を

請
う
。
と
。
遂
に
獄
に
下
し
、
之
れ
を
鞫
す
。」

呉
訥
の
優
し
さ
が
裏
目
に
出
た
の
で
あ
る
。
李
畛
は
、
正
統
二
年
十
月

に
、
南
直
隷
の
蘇
州
府
・
松
江
府
・
常
州
府
に
派
遣
さ
れ
て
、
倉
糧
を

売
っ
て
銀
に
換
え
、
軍
官
の
俸
糧
に
当
て
る
仕
事
を
し
た
（『
明
英
宗
実

録
』
巻
三
十
五
、
同
年
同
月
壬
午
条
）。
こ
の
時
に
不
正
を
行
っ
た
の
で

あ
る
。
呉
訥
は
ほ
ど
な
く
釈
放
さ
れ
た
（『
明
史
』
呉
訥
伝
）。

正
統
四
年
（
一
四
三
九
）
三
月
、
呉
訥
は
自
ら
願
っ
て
退
官
し
た
。

『
明
英
宗
実
録
』
巻
五
十
三
、
同
年
同
月
己
巳
条
に
「
都
察
院
左
副
都
御

史
呉
訥
、
年
、
七
十
を
踰
え
、
疾
有
る
を
以
て
、
上
疏
し
て
致
仕
を
乞
う
。

之
れ
に
従
う
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
年
踰
七
十
」
と
あ
る
が
、
呉
訥
は
、

天
順
元
年
（
一
四
五
七
）
に
八
十
六
歳
で
歿
す
る
か
ら
、
こ
の
時
は
ま
だ

六
十
八
歳
で
あ
る
。
呉
訥
は
な
ぜ
年
齢
を
ご
ま
か
し
て
ま
で
退
官
を
願
い

出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
徐
有
貞
撰
「
呉
公
神
道
碑
」
は
、「
与
に
合
わ
ざ
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る
者
有
り
、
之
れ
を
朝
に
愬う

っ
たう
。
公
、
遂
に
疾
を
以
て
去
る
を
求
む
。」

と
記
し
て
、
李
畛
と
の
争
い
が
理
由
で
あ
る
と
す
る
が
、
呉
訥
が
李
畛
と

争
っ
て
か
ら
一
年
以
上
経
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
直
接
の
理
由
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
は
、
呉
訥
が
退
官
を
願
い
出
た
の
は
、
若
い

頃
、
一
緒
に
肝
試
し
を
し
た
親
友
の
章
珪
が
原
因
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

章
珪
は
、
正
統
三
年
（
一
四
三
八
）
七
月
に
監
察
御
史
に
任
じ
ら
れ
た
が

（『
明
英
宗
実
録
』
巻
四
十
四
、
同
年
同
月
癸
未
朔
条
）、
同
四
年
三
月
丙

寅
に
都
察
院
の
獄
に
下
さ
れ
た
。『
明
英
宗
実
録
』
巻
五
十
三
、
同
年
同

月
同
日
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
監
察
御
史
章
珪
を
獄
に
下
す
。
初
め
工
部
主
事
孫
雷
、
守
制
（
服
喪
）

せ
ん
と
し
て
帰
り
、
人
の
園
地
を
奪
い
、
人
を
杖
し
て
死
に
致
ら
し
む
。

事
、
覚あ

ら
われ
て
、
絞
に
論
ぜ
ら
る
。
後
、
赦
に
遇
う
。
珪
、
其
の
当
に
職
に

復
す
べ
き
を
言
う
。
既
に
し
て
又
た
、
其
の
先
に
贓
罪
を
犯
し
、
宜
し
く

罷
黜
す
べ
き
を
言
う
。
右
都
御
史
陳
智
ら
、
珪
は
奏
詞
、
先
後
一
な
ら
ず
、

と
劾
し
、
其
の
罪
を
治
む
る
こ
と
を
請
う
。
上
、
命
じ
て
、
雷
を
罷
し
て

民
と
為
し
、
而
し
て
珪
を
都
察
院
の
獄
に
下
し
て
之
れ
を
鞫
せ
し
む
。」

正
統
四
年
三
月
丙
寅
（
十
八
日
）
は
、
呉
訥
が
退
官
を
願
い
出
た
三
月

己
巳
（
二
十
一
日
）
の
わ
ず
か
三
日
前
で
あ
る
。
呉
訥
は
親
友
の
章
珪
の

処
分
に
関
わ
る
こ
と
に
忍
び
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
章
珪
は
、
こ
の
時

は
罷
免
さ
れ
ず
に
済
ん
だ
が
、
正
統
六
年
（
一
四
四
一
）
七
月
に
罷
免
さ

れ
た
（『
明
英
宗
実
録
』
巻
八
十
一
、
同
年
同
月
乙
未
朔
条
）。

呉
訥
は
、
退
官
し
て
、
故
郷
の
常
熟
県
に
帰
り
、
天
順
元
年
（
一
四
五

七
）
三
月
十
六
日
、
八
十
六
歳
で
歿
し
た
。
弘
治
元
年
（
一
四
八
八
）、

文
恪
の
諡
を
賜
わ
っ
た
（『（
弘
治
）
常
熟
県
志
』
巻
四
、
名
臣
、
呉
訥
）。
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